
迦
及
び
十
六
織
漢
像
五
幅
は
各
堅
一
米
三
四
極
・
横

五
七
種
で
、
そ
の
印
影
に
よ
り
長
谷
川
等
審
の
筆
と

認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

チ
ョ
ウ
シ
ュ
ン
澄
舜
石
川
郡
三
宮
墓
地
に

『
文
明
十
六
年
五
周
サ
五
日
澄
舜
』
と
刻
し
た
五
輪

塔
の
地
輸
が
あ
る
。
附
廷
に
白
山
長
更
の
惑
が
多
い

か
ら
、
澄
舜
は
長
定
澄
策
の
先
代
か
と
思
は
れ
る

が
、
文
献
に
所
見
は
な
い
ゃ
う
だ
。

チ
ョ
ウ
ジ
ユ
ン
澄
純
白
山
本
宮
の
長
定
。
澄

羽
の
子
。
寛
文
元
年
七
赴
惣
長
賓
の
給
旨
を
得
る
震

に
上
格
し
た
が
、
若
年
た
る
に
よ
り
許
可
を
得
ず
、

三
年
ま
た
出
京
中
三
周
二
日
そ
の
地
で
夜
し
た
。
歳

サ
一
。
包
し
寛
文
元
年
白
山
七
位
惣
長
定
職
澄
純
と

番
い
た
奉
加
帳
が
残
っ
て
ゐ
る
か
ら
、
澄
純
は
阪
に

私
に
こ
の
職
名
を
胃
し
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
。

チ
ョ
ウ
ジ
ユ
ン
ジ
長
隈
寺
河
北
郡
大
坪
に
在

っ
て
、
員
宗
東
波
に
臨
す
る
。
も
と
河
内
凶
中
河
内

部
八
尾
町
に
底
た
が
、
明
治
三
十
四
年
十
月
今
の
地

に
移
っ
た
。

チ
ョ
ウ
ジ
ユ
ン
ジ
長
岡
寺
鹿
島
郡
向
田
に
在

っ
て
、
岡
県
宗
東
振
に
圏
す
る
。

チ
ョ
ウ
ジ
ユ
ン
ジ
長
隈
寺
鳳
軍
部
鎚
川
に
在

っ
て
、
提
出
訳
東
波
に
画
す
る
。

チ
ョ
ウ
シ
ョ
ウ
遼
勝
白
山
本
宮
の
長
定
。
澄

勝
は
蹟
橋
内
大
臣
粂
秀
の
弟
で
あ
っ
た
が
)
澄
医
の

子
澄
明
が
廿
五
歳
を
以
て
裂
し
た
の
で
、
澄
明
の
女

の
聾
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
白
山
路
嘩
紳
祉
文
書

永
旅
五
年
八
周
・
元
鑑
三
年
十
一
周
等
に
惣
長
定
法

印
澄
勝
と
鶴
い
た
も
の
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
惣

長
定
た
る
勅
許
を
得
た
の
は
、
天
正
十
二
年
七
用
廿

入
日
惣
長
定
宛
所
匙
頭
遺
替
の
給
旨
を
受
怜
た
と
き

に
あ
る
の
で
あ
ら
う
Q

同
十
八
年
八
月
廿
一
一
一
日
七
十

六
歳
を
以
て
割
以
。

チ
ヨ

チ
ョ
ウ
シ
ョ
ウ
澄
昌
白
山
本
宮
の
長
定
。
澄

磁
の
子
。
天
明
四
年
職
を
襲
い
だ
が
、
未
だ
七
位
惣

長
定
た
る
の
給
旨
を
受
け
ず
、
五
年
八
用
廿
九
日
寂

し
た
。
享
年
四
十
一
。
長
夜
来
隠
密
に
は
程
昌
の
死

を
天
明
四
年
と
記
す
る
が
、
.
石
碑
に
『
白
山
長
夜
澄

昌
法
印
顕
位
、
天
明
王
口
口
月
ご
十
九
日
』
と
刻
し

て
あ
る
か
ら
、
非
で
あ
る
。

チ
ョ
ウ
シ
ョ
ウ
イ
ン
長
昌
院
加
賀
務
主
第
五

代
前
回
綱
紀
の
側
室
厳

m氏
の
法
説
。

チ
ョ
ウ
シ
ョ
ウ
イ
ン
長
松
院
大
型
寺
務
組
前

田
利
治
夫
人
上
杉
氏
の
法
践
。
詳
し
〈
は
長
松
院
松

嶺
隠
之
尼
蹄
師
。

チ
ョ
ウ
シ
ョ
ウ
ジ
超
勝
寺
組
勝
寺
は
本
願
寺

四
代
純
如
の
子
頓
回
鎗
惑
が
初
め
て
越
前
藤
島
に
建

て
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
頓
闘
が
加
賀
に
移
っ
た
こ

と
は
、
越
号
.
賀
三
州
志
に
『
頓
闘
交
子
不
利
に
依
て

加
州
製
棒
に
来
り
戸
棒
に
住
す
。
』
と
説
明
せ
ら
れ
、

戸
誌
は
襲
棒
の
隣
邑
で
あ
る
が
、
こ
の
後
系
は
頓
岡

の
女
子
謡
魔
の
本
窪
寺
と
な
っ
た
も
の
で
、
超
勝
寺

の
寺
践
と
関
係
す
る
所
が
な
い
。
越
前
の
超
勝
寺
は

頓
回
の
長
子
如
進
が
嗣
ぎ
、
巧
遊
・
諮
超
そ
縦
て
資

額
に
至
っ
た
。
然
る
に
永
正
三
年
入
居
加
賀
の
一
授

が
越
前
に
侵
入
し
て
朝
食
氏
と
戟
う
た
時
、
同
闘
の

本
願
寺
門
徒
は
一
授
を
助
け
、
一
一
一
門
徒
波
と
高
凹
涯

は
朝
食
氏
に
黛
し
、
そ
の
結
果
一
授
の
加
賀
に
敗
退

す
る
に
及
び
、
之
と
行
動
を
共
に
し
た
超
勝
寺
賞
顕

も
江
沼
郡
に
入
り
、
周
五
年
林
村
に
坊
を
密
む
こ
と

に
な
っ
た
。
こ
の
後
超
勝
寺
の
勢
力
の
大
に
稜
践
し

た
こ
と
は
、
天
文
日
記
十
二
年
九
月
及
び
十
月
の
僚

に
、
超
勝
寺
が
室
町
将
軍
御
曹
健
所
領
・
竹
内
門
跡
領

等
を
横
領
し
た
震
、
幕
府
は
之
に
政
紋
を
渡
し
た
こ

と
を
見
て
も
判
る
。
こ
の
超
勝
寺
は
元
来
藤
島
か
ら

来
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
加
賀
に
来
て
か
ら
も
藤
島

超
勝
寺
と
言
は
れ
て
ゐ
た
が
、
賞
顕
の
次
代
質
照
を

認
で
額
結
の
時
に
辛
一
h
，
、
越
前
に
弱
っ
て
藤
島
坊
を

再
興
し
た
。
図
っ
て
林
村
の
超
勝
寺
は
袋
顕
し
て
、

そ
の
寺
批
の
み
や
・
越
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

笈
憩
紀
聞
に
、
江
沼
郡
林
村
領
に
普
越
前
藤
島
の
長

悦
寺
が
あ
っ
た
と
い
ふ
屋
般
跡
が
あ
り
、
そ
の
一
一
腕

勅
鴎
寺
は
小
松
に
縛
じ
た
の
で
、
こ
の
あ
た
り
に
勤

蹄
寺
の
門
徒
が
多
い
と
記
し
、
叉
江
沼
志
稿
に
は
、

阿
部
塔
隠
村
の
銭
も
趨
勝
寺
の
跨
た
所
で
あ
る
と
載

せ
る
。チ

ョ
ウ
シ
ョ
ウ
タ
長
松
寺
羽
咋
郡
・
飯
山
に
在

っ
て
、
四
洞
宗
に
臨
す
る
。
明
脳
陣
七
年
松
倖
旨
淵
の

創
ホ
し
た
所
で
、
後
呑
慌
の
申
興
と
い
ふ
。

チ
ョ
ウ
シ
ョ
ウ
タ
長
正
寺
鹿
島
郡
黒
崎
に
在

っ
て
、
提
出
訴
東
振
に
回
す
る
。

チ
ョ
ウ
シ
ン
澄
心
加
賀
の
人
。
大
和
東
大
寺

の
製
併
で
、
翻
理
併
都
に
純
論
や
・
摂
び
、
長
徳
三
年

縦
陣
曾
の
耕
附
と
な
旬
、
少
附
都
に
任
ぜ
ら
れ
、
寛

弘
四
年
議
に
東
大
寺
中
一
と
な
り
、
一
住
七
年
衆
徒
能

〈
和
し
た
。
長
和
三
年
三
月
寂
。

チ
ョ
ウ
シ
ン
澄
辰
白
山
本
宮
の
長
夜
。
澄
況

の
子
。
言
織
卿
記
天
文
十
三
年

E
月
十
九
日
の
僚
に

白
光
院
の
希
望
に
よ
り
花
鳥
像
情
を
潟
し
て
奥
へ
た

と
載
せ
、
同
月
三
十
日
首
織
の
邸
に
於
け
る
和
歌
始

に
自
党
院
が
顕
役
と
な
っ
た
と
い
ふ
の
は
、
皆
澄
反

の
こ
と
で
あ
る
。
叉
同
年
六
周
に
は
惣
長
定
澄
民
法

印
宛
所
と
し
て
白
山
爵
頂
柏
取
の
こ
と
先
規
相
謹
あ

る
べ
か
ら
ざ
る
給
旨
を
得
、
十
四
年
六
周
に
は
結
城

七
郎
四
郎
宗
俊
と
岡
柏
取
に
闘
す
ろ
幕
府
に
封
す
る

訴
訟
に
勝
利
を
得
た
。

チ
ョ
ウ
シ
ン
澄
毘
白
山
本
宮
の
長
定
。
澄
意

の
子
。
亭
保
ご
年
焚
慨
に
老
年
に
及
ぶ
を
以
て
、
惣

長
夜
襲
職
の
給
旨
を
諮
ふ
矯
に
上
治
し
た
が
、
近
年
・

給
旨
は
幕
府
の
沙
汰
を
待
た
ざ
る
べ
か
ら
.
さ
る
こ
と

と
な
旬
、
且
つ
恰
も
京
都
所
司
代
交
迭
の
際
に
笛
り

た
る
を
以
て
、
翌
年
蹄
郷
し
、
元
文
元
年
六
周
十
四

日
五
十
五
歳
で
夜
し
た
。

チ
ョ
ウ
ス
イ
昆
水
洩
野
川
を
唐
め
か
し
て
い

ふ
場
合
に
文
人
輩
の
用
ひ
た
訴
。
叉
量
水
に
作
る
こ

と
も
あ
る
。

チ
ョ
ウ
ス
イ
趨
翠

J
ス
ギ
ノ
チ
ョ
ウ
ス
イ

杉
野
趨
索
。

チ
ョ
ウ
ス
イ
タ
イ
趨
翠
護
金
揮
に
於
け
る
蕉

風
俳
人
の
庵
畿
。
北
枝
先
づ
之
を
稽
へ
、
闘
更
門
の

属
山
之
を
襲
い
で
翠
痕
と
し
、
之
と
問
時
に
後
川
の

子
北
抱
一
も
謀
議
と
い
号
た
。
周
山
に
次
い
で
椋
江
・

古
来
商
人
之
を
預
り
、
開
山
門
の
翠
丈
、
開
門
の
繁

乎
、
梅
室
門
の
年
風
、
年
風
の
子
江
・
波
、
年
風
門
の

超
翠
相
受
け
た
。
趨
翠
療
は
ま
た
烏
翠
議
と
も
醤
く
。

チ
ョ
ウ
セ
イ
澄
清
白
山
本
宮
の
畏
定
。
澄
勝

の
子
。
陵
長
十
九
年
八
月
廿
九
日
七
祉
惣
長
市
民
た
る

べ
き
給
園
田
を
頂
戴
し
、
元
利
三
年
正
用
十
六
日
三
十

八
歳
で
授
。

チ
ョ
ウ
セ
イ
澄
盛
白
山
本
宮
の
長
夜
。
澄
奨

の
子
。
澄
提
夜
後
脅
承
け
、
明
和
元
年
間
十
ご
周
十

九
日
七
位
惣
長
賓
の
給
旨
を
頂
戴
し
た
。
天
明
第
三

塁
次
突
卯
十
ご
用
廿
ご
日
入
滅
と
記
し
た
石
碑
が
残

っ
て
ゐ
る
。
享
年
八
十
。

チ
ョ
ウ
セ
イ
ジ
長
誓
寺
鳳
軍
部
商
ご
叉
に
在

っ
て
、
国
拠
出
訳
東
涙
に
園
す
る
。
山
鋭
は
養
龍
山
。

チ
ョ
ウ
ゼ
ン
澄
金
白
山
本
宮
の
長
定
。
延
女

四
年
十
周
十
一
日
に
、
白
山
総
長
定
職
行
澄
が
捜
し
、

大
先
建
澄
全
が
長
更
に
任
ぜ
ら
れ
た
こ
と
、
及
び
白

山
七
社
総
長
更
櫨
少
併
都
澄
金
が
、
延
女
王
年
六
周

廿
五
日
例
に
謹
う
て
締
法
役
を
勤
め
た
こ
と
が
白
山

荘
厳
静
申
記
録
に
見
え
る
。
三
宮
古
記
に
も
澄
金
の

五
三
九


